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下水道の耐津波対策における技術基準策定に向けた最新動向 

深谷 渉＊ 松橋 学＊＊ 橫田敏宏＊＊＊ 
 

1．はじめに 1 

 東日本大震災に伴い発生した大津波により、東

北地方沿岸部に位置する下水処理場やポンプ場は

壊滅的な打撃を受けた。 
これまで下水道では、地震対策として施設の耐

震化に傾注していたが、今回震災を受けて、耐津

波対策の重要性が認識された。 
国土交通省では、震災直後に、学識経験者等か

らなる「下水道地震・津波対策技術検討委員会」

1）を設置しており、この中で、被災施設の再度災

害防止及び今後の耐津波対策に関する議論を行い、

これまでに4つの提言を発出した。 
平成24年3月に発出した第4次提言「耐津波対

策を考慮した下水道施設設計の考え方」2）は、今

後想定される津波に対する下水道施設設計の考え

方をとりまとめたものであり、今後実施される現

行耐震設計指針等の改訂にあたり礎となるもので

ある。ここでは、この第4次提言の内容を中心に、

下水道施設に求められる耐津波対策の最新動向に

ついて述べる。 

2．下水道施設の津波被害 

 東日本大震災による下水処理場の被害について、

震災当初は111の処理場（警戒区域内9処理場除

く）が被災し、うち 48の処理場が稼働停止に

陥った。稼働停止した処理場の半数は津波が原因

であった。また、図-1に示す通り、主に地震動が

要因で被災した処理場（一部損傷含む）は概ね1
か月以内に機能復旧しているのに比べ、津波で被

災した処理場の機能復旧は大きな遅れが生じた。 
 津波により被災した処理場やポンプ場は、電源

喪失や機械電気の被水や冠水により、処理機能ど

ころか揚排水機能さえも喪失した。このため、下

水の流れが滞り、市街地内の下水道マンホールで

溢水が発生する事態が生じ、また処理場では公共

用 水 域 へ の 未 処 理 下 水 流 出 が 生 じ る な ど
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の二次的被害が発生し、津波の脅威及び津波に対

する下水道施設の防護力の低さを露呈するととも

に今後の防災方策に課題を残した。 

3．下水道施設設計における耐津波対策 

下水道施設の防災対策は、主に地震対策に主眼

がおかれ、耐津波対策については議論されていな

かった。このため、4次提言「耐津波対策を考慮

した下水道施設設計の考え方」は、今後津波によ

る被害が想定される下水道施設を抱える自治体の

ために、耐津波対策の基本的な考え方を整理した

ものである。 
本考え方は、施設設計で必要となる、①想定津

波の考え方、②下水道施設における耐津波性能の

考え方、③耐津波対策の考え方を整理している。

以下に、①～③について主なポイントを述べる。 
3.1 想定津波 
 各地の想定津波は、「津波防災地域づくりに関

する法律」に基づき都道府県が設定することとさ

れている。下水道施設の耐津波対策にあたっては、

処理場やポンプ場の機能停止に伴う市街地での汚

水溢水による公衆衛生悪化や被災後の浸水被害等

の二次被害の防止を図るため、都道府県が設定す

る「最大クラスの津波」に基づき必要な耐津波化

を図ることとなる。 
現在、中央防災会議等で今後想定される地震動

等の見直しが急ピッチで進められており、これに

※被災処理場＝通常レベル以下の処理場  
図-1 原因別の被災処理場数推移 

特集：津波防災地域づくりを支える技術の展開 
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より各地の想定津波も大幅に見直されると考えら

れる。今後は、これらの動向に注視しながら下水

道施設の耐津波化に向けた設計に取り組む必要が

ある。 
3.2 下水道施設における耐津波性能 
 下水道施設においては、管路施設、ポンプ場及

び処理場の有する各機能の重要度に応じて求めら

れる耐津波対策が異なる。このため、機能区分別

に防護・復旧のあり方を検討することが不可欠で

ある。 
よって耐津波性能の設定にあたっては、表-1に

示すように、下水道の全体機能を、被災時におい

ても「必ず確保すべき機能」（基本機能）と「そ

の他の機能」に分けて津波への対応策を決定する

こととした。また、「その他の機能」は、「最大ク

ラスの津波」に対して一時的な機能停止は許容す

るものの「迅速に復旧すべき機能」と「早期に復

旧すべき機能」に細分化し整理した。なお、各機

能の定義は以下の通りである。 
1)基本機能 

下水道施設における下水処理機能は、沈砂、揚

水、沈殿、生物処理、消毒、汚泥濃縮、汚泥脱水、

汚泥焼却、放流などの機能に分けることができる。

これら機能のうち、最も優先的に確保すべき機能

（基本機能）は、下水（汚水、雨水）を排除する

ための揚水機能と消毒機能とした。 
これは、発災直後においてもし尿は発生し続け、

さらに水道の復旧や震災後の降雨、津波により

滞った海水によって下水量が回復あるいは増大す

ることから、発生した下水（汚水、雨水）を排除

できなければ、生活空間に下水が滞留することに

なる。これによって、道路冠水や水系伝染病等の

リスクが拡大することになり、被災者等に環境衛

生上の危機や災害復旧活動の遅延を招くことにな

るためである。 
よって、被災直後においては、被災者等の生活

空間から、下水の速やかな排除が必要であり、揚

水機能の確保が必要となる。また、汚水の場合、

排除された下水の消毒は、公衆衛生上必ず実施さ

れなければならないことから、消毒機能（塩素混

和池、次亜塩素酸添加装置など）の確保が必要で

ある。 
2)全体機能の回復に向けて必要な機能 

全体機能を早急に回復させるために、基本機能

を除くその他の機能を、「迅速に復旧すべき機

能」と、「早期に復旧すべき機能」に分けて整理

する。 
①  迅速に復旧すべき機能 
「迅速に復旧すべき機能」は、最大クラスの津

波に対して一時的な機能停止は許容するものの、

基本機能の次に優先的に復旧すべき機能とする

（処理場の規模等により異なるが、概ね1週間で

の機能復旧を想定）。 
迅速に復旧すべき機能としては、下水を収集し、

揚水した後に簡易な処理として実施する「沈殿処

理」機能とする。また、沈殿処理に伴い発生した

汚泥は、処理水の水質レベルの低下防止や悪臭発

生等による環境悪化防止のために定期的に引き抜

く必要があり、引き抜き後の汚泥処分作業を軽減

するための、汚泥脱水機能もあわせて確保する必

要がある。 
②  早期に復旧すべき機能 
「早期に復旧すべき機能」は、最大クラスの津

波に対して一時的な機能停止は許容するものの、

できるだけ早期の復旧を目指すべき機能であり、

前出の揚水機能及び消毒機能、沈殿処理機能、脱

水機能以外の施設（例えば、高度処理施設、汚泥

焼却炉など）を復旧するために必要な機能とする。 
なお、処理場規模が大きい場合には、全体の復

旧に年単位を要することが想定されるため、既存

施設を活用した生物処理による応急復旧を行うか、

処理系列毎に段階的に本復旧させる等の対応とす

表-1 「最大クラスの津波」に対する下水道施設の標準的耐津波性能  

施設種別 管路施設 ポンプ場 処理場 

機能区分 

全体機能 

基本機能 その他の機能 

逆流防止機能 揚水機能 
揚水機能 
消毒機能 

沈殿機能 
脱水機能 

左記以外 

耐津波性能 被災時においても「必ず確保」 
一時的な機能停止は 

許容するものの 
「迅速に復旧」 

一時的な機能停止は
許容するものの 
「早期に復旧」 
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ることが望ましい。 
3.3 下水道施設における耐津波対策の考え方 
3.3.1 リスクマネジメントに基づく耐津波性能に

応じた対応策の選定 
 下水道施設の耐津波対策を効率的に進めるため

に、リスクマネジメントに基づき、各機能に求め

られる耐津波性能（表-1参照）に応じた対応策を

講じる必要がある。 
本考え方では、下水道施設を構成する単位施設

を表-2のように分類した上で、機能の重要度、費

用対効果、実施可能性等に応じ、下記の3つの防

護レベルから適切なものを抽出することとした。

なお表-3は、耐津波性能と防護レベルの関係を表

したものである。 
①リスク回避 

浸水高さ以上に施設を設置又は浸水高以上の防

護壁により防護するもので、津波が来襲しても浸

水しない構造とするものである。津波に対する防

護レベルは最も高く、最も安全な対応策である。 
②リスク低減 

防水扉又は設備等の防水化により強固な防水構

造とする。津波で浸水しても機能は守られる。 
③リスク保有 

浸水を許容する構造であり事後対応とする。業

者との災害時協定等により早期の復旧を図る。 
3.3.2 施設の耐津波化例 
 施設の耐津波化は、各々の機能の重要度から必

要とされる防護レベルに応じた対応策を講じる必

要がある（図 -2）。この際、施設を構造躯体、開

口部、機械・電気設備の3つに分けて考える。 
構造躯体は、土木構造物、建築構造物またはそ

れらの複合構造物であり、管理棟などの建屋、水

槽、水路等が該当する。特に流入きょ、放流きょ、

ポンプ施設や受変電施設の建屋等「必ず確保すべ

き基本機能」に係るものや、沈殿施設の水槽、汚

泥脱水施設の建屋といった「迅速に復旧すべき機

能」に係るものについては、地震力はもとより、

最大クラスの津波の波圧、掃流力、漂流物による

衝撃力等にも耐える構造（崩壊しない構造）とす

ることが求められる。 
開口部は、構造躯体に設置された窓や扉、ダク

ト等であり、津波被災時には海水等の浸入口とな

るため、特に「必ず確保すべき基本機能」を守る

ために必要な箇所については、浸水高さ以上に設

置したり、防水構造（防水扉）としたり、開口部

を防護壁で防護する等の対策が求められる。 
機械・電気設備は、屋外に設置するものと屋内

に設置するものがあるが、水に対して非常に脆弱

であることから、特に屋外に設置するものや排水

機能の確保する上で必要なものについては、浸水

高さ以上に設置することが望ましい。これが現実

的でない場合は、構造躯体や開口部の対応策を講

じたり、予備機を確保する等の対策が求められる。 

4．まとめ 

 下水道地震・津波対策技術検討委員会は、平成

24年3月22日の第7回委員会をもって、全ての審

議を終了した、今後、委員会で審議された4つの

提言等をより具現化し、下水道事業者が円滑に施

設の耐津波化を実施することができるよう設計手

法を確立し、耐震設計指針等に反映させる予定で

ある。 

表-2 機能区分ごとの単位施設等の例  

機能区分 耐津波性能※ 単位施設 機能を確保するための設備等 備  考 

逆流防止機能 ○ 樋門施設 ゲート設備、計装用電源設備、これらに係

る躯体  

揚水機能 ○ 揚水施設 

汚水ポンプ設備､雨水ポンプ設備､放流ポン

プ設備､特高受変電設備、受変電設備、自

家発電設備､制御電源及び計装用電源設

備、これらの設備に係る躯体 

 

消毒機能 ○ 消毒施設 消毒設備、これに係る躯体 
簡易な薬液タンクを
用いること等による
機能確保でも可 

沈殿機能 ● 沈殿施設 最初沈殿池設備、これに係る躯体  

脱水機能 ● 脱水施設 汚泥脱水設備、これに係る躯体 
近隣の下水処理場で
の汚泥受入等による
機能確保でも可 

※○：被災時においても「必ず確保」、●：一時的な機能停止は許容するものの「迅速に復旧」 
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表-3 耐津波性能に応じた防護レベルと対応策（最大クラスの津波の場合）  

耐津波性能 必ず確保 迅速に復旧 早期に復旧 

防護レベル 

     高   ← 中 →  低 

リスク回避 
※やむを得ない場合は「リスク低減」 

リスク低減 リスク保有 

対応策 

浸水しない構造 
（浸水高さ以上に設置  

又は、浸水高以上の防護壁により防護） 

※やむを得ない場合は「強固な防水構造」 

強固な防水構造 
（防水扉 又は 

設備等の防水化） 
浸水を許容 

 

リスク回避
（防護レベル高）

リスク保有
（防護レベル低）

リスク低減
（防護レベル中）

構造物：高所
開口部：－
電気機械：－

電気機械設備（無対策）

電気機械設備（防水化）

開口部（無対策）

開口部（防水化）

屋内浸水津波高さ

構造物：－
開口部：－
電気機械：－
そ の 他：防護壁

構造物：－
開口部：－
電気機械：－
その他：ｿﾌﾄ対策

構造物：耐津波壁
開口部：－
電気機械：防水

構造物：耐津波壁
開口部：防水
電気機械：－

構造物：耐津波壁
開口部：高所
電気機械：－

構造物：－
開口部：－
電気機械：－
その他：代替措置

予備を確保

構造物：耐津波壁
開口部：－
電気機械：高所

浸水しない構造 強固な防水構造 浸水を許容

 

図-2 最大クラスの津波に対する防護レベルと対応策の事例  


